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基本目標Ⅱ あらゆる分野への男女共同参画のために

方針５ 政策、方針決定の場への女性の参画の促進

政策・方針決定過程への女性の参画の必要性や効果について周知を図るとともに、審議

会や各附属機関等の委員への積極的な女性の登用を促進し、さまざまな意見を十分反映で

きる市政運営に努めます。

施策（１１）審議会や委員会への女性の積極的な登用の促進

【指標】各種審議会・委員会への女性登用率（女性委員数／委員総数：％）

H25 実績値［17.6］ → H30 目標値［35.0］

№ 事業名 事業内容 担当課

23 女性委員登用の促進

女性委員の登用状況の調査を行い、男性が

主体となっている委員会に対し、兼任委員

の解消や委員公募制の導入を提言し、女性

委員の積極的登用を促進します。

市民協働課

施策（１２）女性管理職や女性役員の登用の拡大

【指標】市職員の管理職における女性職員の割合（％）

H25 実績値［17.8］ → H30 目標値［20.0］

№ 事業名 事業内容 担当課

24
女性市職員の管理職

への登用推進

女性の市管理職試験受験の奨励を行い、受

験者の増加と女性管理職の増加を図りま

す。

職員課

25
女性教職員の管理職

への登用推進

教育の現場において、性別にかかわらず、

能力に応じて教職員の管理職への登用を行

います。

学校教育課
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方針６ 家庭への男女共同参画の促進

家庭や教育環境において、性別役割分担意識の解消など、男女共同参画について市民へ

の意識啓発につながるよう家庭教育支援に努めます。

施策（１３）女性の人材情報の把握と人材活用の促進

【指標】女性人材リストの活用件数（件／年）

H25 実績値［１］ → H30 目標値［10］

№ 事業名 事業内容 担当課

26

女性人材リストの充

実と女性人材の活用

の促進

行政やまちづくりへの参画意識が高い女性

を登録し、審議会などの委員として推薦で

きるように、女性人材リストを定期更新し

ます。また、女性人材リストから多くの女

性人材の活用を促進します。

市民協働課

施策（１４）家庭生活への男女共同参画の促進

【指標】はじめての子育て教室への参加率（参加組数／第１子妊娠届出数：％）

H25 実績値［14.9］ → H30 目標値［20.0］

№ 事業名 事業内容 担当課

27 市民相談室の充実

離婚や相続などの男女を巡る家庭内のさま

ざまな問題について、弁護士や専門機関に

よる相談窓口を設置し、法律上の処理、ア

ドバイス及び専門機関の紹介を行います。

市民課

28 両親学級の充実

「プレママ教室」、「はじめての子育て教室」

などを開催し、夫婦で子育てを支え合う学

習機会の提供を行います。

保健

センター

29
乳幼児の相談業務、健

診の推進

子どもの成長発達に合わせた相談業務や育

児支援を行うことによって、育児の不安を

解消するとともに、乳幼児が健やかに育つ

ように健診を行います。

保健

センター
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№ 事業名 事業内容 担当課

30 赤ちゃん訪問の推進

妊娠、育児に関する不安を軽減するため、

赤ちゃんを出産した全家庭を早期に訪問し

ます。また、夫婦または家族が安心して子

育てできるよう支援します。

保健

センター

31 思春期教室の充実

命の大切さや親になることの意義について

考える「赤ちゃんふれあい体験教室」（中学

生対象）などを開催します。

保健

センター

32

学校行事、ＰＴＡ活動

等への父親参加の促

進

参観日など学校行事に男性も参加しやすい

環境づくりを行い、男女が性別にかかわり

なく、子育てや教育への興味や理解を高め

る働きかけを行います。また、家庭教育学

級活動への男性の参加を積極的に募りま

す。

生涯学習課

33
乳幼児期家庭教育学

級の充実

６か月から３歳までの親子を対象に、「乳幼

児期家庭教育学級」を開催し、男女がとも

に子育てに参画する意識啓発を行います。

生涯学習課

34
成人学校の充実（男性

向け教室の開催）

男性が料理その他の知識や技術を身につけ

ることで、趣味や健康づくりへの関心を高

め、家庭や地域社会への参画が促進される

講座を実施します。

中央公民館

35
児童センター、子育て

サロンの充実

親子が気軽に集える場と子育ての相談がで

きる場を提供し、男女問わず参画する子育

て支援を行います。

子ども

家庭課

36
子育て支援センター

事業の充実

子育て家庭への支援活動の企画、相談指導、

子育てに関する行事を行う中で、男女問わ

ず参画する子育てについて周知します。

子ども

家庭課
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方針７ 地域社会への男女共同参画の促進

地域活動における特定の性別や年齢による固定的な役割分担意識を払拭し、地域で暮ら

す誰もが地域社会の担い手となる意識を啓発します。また、仕事や家庭生活と両立して地

域活動へ参画できる環境づくりを推進し、地域活動や市民活動の活性化を図ります。

Topics 関係団体から聞かれた意見

～地域活動において、女性が役員になることについて～

・老人クラブの連合会では、女性が会長や役員になることを呼びか

けている。全国大会の際、会長が女性だった。女性が大会を運営

すると、大変感じがよく、女性も表にでるべきだと実感した。

・ＰＴＡでは、男性も女性も区別なく役員になることが多くなって

きている。

施策（１５）地域活動への男女共同参画の促進

【指標】自治会への女性参画の啓発回数（回／年）

H25 実績値［１］ → H30 目標値［２］

№ 事業名 事業内容 担当課

37

地域コミュニティ活

動への女性参画の促

進

自治会の役員選出などに、女性の参画を呼

びかけ、地域において女性が能力発揮され

るよう支援します。

市民協働課

38 女性団体への支援
女性特有の問題を解決し、女性の活躍の場

を広げるための研修会を開催します。
生涯学習課
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施策（１６）環境、防災、観光、まちづくり等への男女共同参画の促進

【指標】総合防災訓練（主会場）への女性の参加率（女性参加者数／全参加者数：％）

H25 実績値［約 40.0］ → H30 目標値［50.0］

№ 事業名 事業内容 担当課

39

消防、防災活動におけ

る女性の活動への支

援

女性の消防活動及び防災活動を奨励しま

す。また、女性の立場に立った避難所施設

の設置など、災害時の女性の保護を推進し

ます。

危機管理課

40

男女共同参画視点に

基づく防災対策の推

進

関市女性防火クラブによる防災訓練等の活

動を活性化し、男女を問わず広く市民に防

災啓発を図ります。また、当クラブの会員

等において、防災にかかる意見交換を行う

ことで、女性の視点を反映させた防災対策

を推進します。

危機管理課

41

男女がともに活躍す

る観光、まちづくりの

支援

女性の視点に立った観光事業の展開や観光

ＰＲを取り入れ、女性が観光やまちづくり

の分野に参加しやすい環境を整備します。

さらに、男女がともに活躍できる各種イベ

ント、観光活動を奨励します。

観光交流課

市民協働課

42

男女がともに取り組

む環境保全活動の推

進

市民行動日「ごみゼロの日」、側溝清掃や河

川清掃など、性別にかかわらず、市民全員

参加を目指した各種清掃活動を実施すると

ともに、関市自治会連合会環境衛生部総会

や環境シンポジウムなどの実施により、環

境意識の高揚に努めます。

生活環境課

43

ユニバーサルデザイ

ンによる公共建築の

設計及び点検

公共建築の設計及び整備にあたり、子育て

支援（ベビーキープの設置など）、男女共同

参画、ユニバーサルデザインの視点で設計、

点検を行います。

都市計画課
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市民の取組み

・女性は、積極的に自治会やまちづくりに参画するようにしましょう。

・男女ともに、あらゆる分野の意思決定過程に参画するための知識や

能力を高めることに努めましょう。

・性別にかかわらず、誰もが意思決定過程に参画しやすい方法を検討して

みましょう。

地域・関係団体・企業等の取組み

・性別や年代にかかわらず、地域活動への幅広い参画を呼びかけましょう。

・地域活動では、方針決定過程への女性の参画を進めましょう。

・さまざまな分野に男女の視点が盛り込まれるよう性別に偏りがないような

人員の配置に努めましょう。

・管理職にも積極的に女性を登用していきましょう。


